
魚津漁業協同組合

　代表理事組合長　浜住　博之

１．工事の概要

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7） ・本工事の入札は、入札書等を〒により受付け、開札後に入札参加

資格の有無を確認する、条件付き一般競争入札による方法とする。

・本工事は、国交付金の活用を予定しているが、交付金内示を受けれ

なかった場合は、この工事の開札を中止することとし、入札書を提出

した者にその旨案内する。

　　 本工事に係る入札に参加する資格を有する者は次に掲げる要件を全て満たす者である。

(1)

(2) 魚津市及び、黒部市における建設工事の競争入札参加資格を有する者であること。

(3) 魚津市及び、黒部市における建設工事等指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。

(4) 地域要件　魚津市及び、黒部市内に主たる営業所を有する者であること。

(5) 業種及び格付け等に関する要件　魚津市及び、黒部市における「令和5,6年度市内建設業者資格審査格

付書」において、建築一式工事で総合数値A以上とする。

(6) 施行実績に関する要件　漁港施設、港湾施設における実績があるもの。

(7) 配置技術者に関する要件　1級建築士又は1級建築施工管理技士を監理技術者として

(8)

工 事 場 所 滑川市 三ケ 1番地

入　札　公　告

魚津漁業協同組合の「魚津漁協水産加工施設」について下記の通り、条件付き一般競争入札を公告します。

令和7年5月27日

工 事 名 再生可能エネルギー利用施設太陽光発電設置工事

配置できること。（兼任可）

工 期 令和7年契約翌日から令和7年12月15日まで

工 事 概 要 ・太陽光発電装置　1式

予 定 価 格 設定あり（公表なし）

最低期 限価 格の 設定 なし

そ の 他

２．入札参加に必要な資格要件

地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

その他要件　建設業法等関係法令、他によること。



　　 設計図書は、魚津漁業協同組合事務所（魚津市漁港定坊割）ホームページにおいて、ダウンロード

　 　により設計図書一式を配布する。

４．入札手続き等

令和7年6月2日（月）から

令和7年6月6日（金）まで

一般書留-簡易書留のいずれかの

方法で郵送すること。

(これ以外の方法により提出された

ものは受理しない）

設 計 図 書 の 配 付

公告時から JF魚津ホームページ

令和7年6月3日まで http://www.jf-uozu.or.jp/

３．設計図書の取得方法

手続等 期間・期日・期限等 場所及び注意事項

質 問 の 受 付

JF魚津ホームページ

http://www.jf-uozu.or.jp/

※質問がない場合は送付不要

回 答 の 公 表

令和7年6月9日（月）を

JF魚津ホームページにて掲示

目途にホームページにて回答

入 札 書 到 着 期 限

令和7年6月9日（月）から 魚津漁業協同組合に到着する期限

令和7年6月12日(木）まで (期限厳守)

入 札 書 の 提 出 方 法

〈 郵送先 〉

〒937-0000

魚津市漁港定坊割

魚津漁業協同組合 宛

入 札 保 証 金 免除 ―

開 札 日 時

令和7年6月13日 魚津漁業協同組合

午前 10 時 TEL 0765-24-0068

入 札 回 数 1回 ―
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(注１) 魚津漁業協同組合ホームページを参照

(注２) 開札の立会いを希望する入札参加者は、魚津漁業協同組合へ事前にFAX（開札立会希望連絡所）

してください。開札当日、立会いされる方の印鑑は不要です。

５．入札書の不受理

　　次のいずれかに該当する入札者は受理しない。

(1) 公告に示した以外の方法により提出されたもの

(2) 入札書到着期限を過ぎて郵送されたもの

(3) 封筒に工事名が記載されていなかったり、記載された事項が公告に定めた事項と異なっていたり

するなどの理由により対象工事を認識することが困難であるもの

６．入札金額の記載

    落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

　　（当該金額に1円未満の端数がある時はその端数を切り捨てた金額）を持って落札とするが、入札者は、

　　消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分

　  の100に相当する金額を入札書に記載すること。

７．入札の無効

　　 次のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 本公告に示した入札参加資格のない者が行った入札

(2) 落札者が決定するまでに入札参加資格要件に該当しなくなったものが行った入札

(3) 入札書に記名押印のない入札

(4) 入札金額を訂正した入札

(5) 同一人が2以上の意思表示をした入札

(6) 必要な記載事項を確認できない入札

(7) 明らかに独禁法等に抵触すると認められる入札又は入札に際し不正の行為があったと認め

られる入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札

８．入札参加資格要件確認書類の提出

　　 予定価格の範囲内で最低の入札価格を提示した者を落札候補者とし、入札参加資格要件の有無を

     審査する。

　　 入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示するものとする。

(1) 入札参加資格審査申請書　1部

(2) 経営事項審査結果通知書の写し（審査基準日が、申請書提出に有効なもの）　1部

(3) 配置予定技術者調書　1部

(4) 入札書　1部

(5) 積算内訳書　1部



９．落札者の決定方法

　   落札候補者となる同価の入札をした者が2者以上あるときは、当該入札をした者について、入札担当者

　　 が指定する日時及び場所に参集を求め、くじを引かせて落札候補者を決定する。

　　 この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務

　　 に関係のない職員にくじを引かせる。

　   落札候補者の入札参加資格要件について審査した結果、資格を有すると認められた場合、本会指名

　　 委員会正副組合長の議決を経たうえで、落札候補者を落札者とする。

　　 落札者には、落札決定通知書により通知し、魚津漁業協同組合ホームページで公表する。

１０．再度入札について

　　 第1回目の入札で落札者がいない場合は、再度入札を行う。再度入札は、第1回見ノ入札参加者のみに

　   対して通知し、第1回同様、郵便入札で行う。

１１．契約保証金

　　  免除

１２．支払い条件（予定）

　 ①着手金 請負金額の5％を上限とし、落札者との協議により決定した金額を支払う。

　 ②中間金 概ね〇月末日の出来高に応じて支払う。(ただし①と②の合計額は、請負金額の50％を

上限とする。)

　 ③完了引き渡し時 残り全額

１３．その他

(1) 本工事の施工にかかる主任技術者は、原則として条件付き一般競争入札参加資格審査申請書の配置

予定技術者調書に記載したものとしなければならない。

(2) 提出の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

(3) 提出書類は、落札者の決定以外の目的には使用しない。

(4) 提出された書類は、返却しない。

　本公告に関する問い合わせ先は以下のとおりとする。

魚津漁業協同組合

代表理事組合長　浜住 博之

TEL 0765-24-0068　FAX 0765-24-8877

※入札書の到着に関する照会には応じられません。


